
 

施行指針様式第６号  

 

土地・家屋使用承諾書  
 

 

（宛先）山形市上下水道事業管理者  

 

 

   令和７年   ４月   １日  

 

（給水装置工事申込者） 住 所  山形市南石関２７番地  

 

                   氏 名  水道 太郎          

 

                   （給水装置番号  第 １２３４５６  号 ） 

 

 給水装置工事を行うにあたり、山形市水道給水条例第９条第２項の規定により、下記の

とおり（土地・家屋）所有者から給水管埋設等の承諾を得ましたので、お知らせします。  

 なお、給水装置工事完了後、使用承諾箇所の本給水装置に、何らかの不具合が生じた場

合は、当方の責任においてこれを解決します。  

 また、本承諾書は当事者間で保管するほか、本給水装置所有者に変更が生じた場合は、

使用承諾の経緯、給水装置の権利及び維持管理等について、新所有者に継承します。  

 

記  

 

土地・家屋所有者の承諾  

 

 私所有の（土地・家屋）において、 水道 太郎     が行う給水装置工事のため

に使用することを承諾します。  

 

 

令和７年   ４月   １日  

 

（承諾者）住 所    山形市旅篭町２丁目３―２５       

 

             氏 名    水道 次郎              

                （自署でない場合は押印お願いします。）  

 

             平日昼間の連絡先  ０２３－６４５－１１７７     

             （委任内容について、お電話で確認させていただく場合があります。） 

 

 

注 )「土地・家屋所有者の承諾」以降は、必ず承諾する人自身が記入してください。  

承諾書の偽造又は偽造した承諾書の行使をした者は、刑法第 159条（私文書偽造等）  

又は同法第 161条（偽造私文書等行使）の規定により罰せられます。  

記  入  例 


